
１　総括

 (1) 人件費の状況(普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況(普通会計決算）

(注）１　職員手当には退職手当を含んでいません。

   　 ２　職員数は、平成２３年４月１日現在の人数です。

(3) 特記事項(平成２４年４月１日現在）

特になし

(4) ラスパイレス指数の状況(各年４月１日現在）

(注）１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。
 　   ２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。
 　   ３　「参考値」は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定特例法による措置が無いとした場合の値です。
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２　一般行政職給料表の状況（Ｈ２４年４月１日現在）

（単位：円）

（注）給料月額は、給与抑制を行う前のものです。

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況(平成２４年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

参考

歳 人 円 円 円 －

歳 人 円 円 円 歳 円 1.587

歳 人 円 円 円 －

歳 人 円 円 円 －

歳 人 円 円 －

歳 人 円 円 円 －

円 円

※ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（平成２１～２３年の３ヵ年平均）

※ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致している

ものではありません。

※ 年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては

前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。
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Ａ/Ｂ

－

－

－

206,600

平均給与月額

53.5

－ －
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－ －472,734

307,506

324,908 353,235

2,861,400

Ｃ／Ｄ

5,209,691

－－

－－

区分

参考

年収ベース（試算値）の比較

公務員（Ｃ） 民間（Ｄ）

－

1.821

71類似団体

国

うち火葬員

49.7

48.6

3,479

56.1うち用務員 289,796

355,271

12

県 225

2

平均給与月額

（Ａ）

327,970

299,784

325,400

321,092

372,140

平均給与月額

（国ベース）

対応する民間

の類似職種

－

270,465

55.7

52.6

55.0

－

－

335,415

43.1 331,638

草津市

平均給料月額平均年齢

国

類　似

団　体

41.9

－　　　

15

職員数
区　　分

433,657

304,944

43.2 334,700

42.8

滋賀県

草津市 409,152480,293

平均給料月額 平均給与月額

７級

366,200

平均給与月額
（国ベース）

５級 ６級

456,200

平均年齢

428,600

222,900

３級 ４級

区分

326,600

380,055

(401,789)

373,603

用務員

公　　務　　員 民　　間

406,153

372,906

うち火葬員

－

うち用務員

草津市

408,600

１級 ２級

135,600

243,700

(285,030) (323,181)

１号級の
給料月額

最高号級の
給料月額

289,200 320,600

354,700 391,100

185,800

307,800

261,900

2



　　　　③小・中学校(幼稚園）教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

(2) 職員の初任給の状況(平成２４年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 －

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(平成２４年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

高　校　卒

高　校　卒 -

-

経験年数１０年

技能労務職

中　学　卒 -

高　校　卒

　　　務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したもの

　　　されているものです。　　　　　　 

草津市

　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤

一般行政職

区分 県

144,500

大　学　卒

-

305,900

271,500 324,600

技能労務職

中　学　卒

大　学　卒

区分

269,600 358,700

経験年数１５年

124,146

135,828

経験年数２０年

-

　　　です。

　　 ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務

222,000

-

41.6

高　校　卒

133,100

40.8

43.1

団　体

144,500

177,012

(注）１　「平均給料月額」とは、平成２４年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

平均給料月額 平均給与月額

一般行政職

類　似

143,055

国

　　　手当などのすべての諸手当の額を合計したものでり、地方公務員給与実態調査において明らかに

滋賀県

草津市

区分 平均年齢

365,991

319,404

178,800

455,100

419,626

360,440

337,800

163,987 (172,200)

133,418 (140,100)
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４　一般行政職の級別職員数等の状況
　 (1) 一般行政職の級別職員数の状況(平成２４年４月１日現在）

  

(2) 昇給への勤務実績の反映状況
　

(注）１草津市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

   　 ２標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。
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　　※（　）内は５５歳の年度末を越えて在職する職員の場合
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５　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額(２３年度） １人当たり平均支給額(２３年度）

千円　 千円　

(２３年度支給割合） (２３年度支給割合） (２３年度支給割合）

月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分 月分 月分

(加算措置の状況） (加算措置の状況） (加算措置の状況）

　　・役職加算 ５～１５％ 　　・役職加算 ５～２０％ 　　・役職加算 ５～２０％

　　・管理職加算 無し 　　・管理職加算 １５％、２５％ 　　・管理職加算 １０～２５％

(注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

勤勉手当への勤務実績の反映は行っていません。

(2) 退職手当(平成２４年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

(定年前早期退職特例措置　２～２０％加算） (定年前早期退職特例措置　２～２０％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

(注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２３年度に退職した職員に支給された平均額です。

　　

 (3) 地域手当(平成２４年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

1.35

職制上の段階、職務の級等による加算措置

2.60

－

国

期末手当

1.45

勧奨・定年以外

期末手当

県

勤勉手当

1.35

自己都合

国

0.65

勧奨・定年

勧奨・定年

2.60 1.35

30.55

草津市

1,504

59.2847.50

59.2859.28

47.50 59.28

支給率

1.45

2.60

期末手当

23.50

11,789

支給対象地域

0.65

職制上の段階、職務の級等による加算措置

勤勉手当

41.34

勧奨・定年

23.50

1,713

勤勉手当

30.55

草津市

職制上の段階、職務の級等による加算措置

国の制度(支給率）支給対象職員数

59.28

26,598

275,875

33.5041.34

(支給率）

423,121

662 10

支給実績(２３年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額(２３年度決算）

全域

33.50

1.450.65

10

(支給率）

59.28

自己都合
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 (4) 特殊勤務手当(平成２４年４月１日現在）

千円

　円

　％

日額　300円

１８種類

日額　300円

日額　300円

月額　3,000円

１件　2,500円

１件　800円

日額　250円

日額　300円

日額　250円

(2)火災現場等へ緊急出動する業務に従事した職員 日額　300円

支給職員１人当たり平均支給年額(２３年度決算）

2,456

17,056

(1)草津市地域防災計画(災害対策基本法(昭和36年法律第
223号)第5条第1項の規定に基づき、作成された計画をいう。以
下同じ。)に基づく警戒体制において、危険箇所の巡回または
監視業務に従事した職員

22.1%職員全体に占める手当支給職員の割合(２３年度）

(2)草津市地域防災計画に基づく警戒体制において、危険箇所
の応急作業に従事した職員

日額　400円

左記職員に対する支給単価主な支給対象職員・業務

日額　250円

行旅病人等処置手当
(1)行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下
この項において「法」という。)第2条第1項の規定に基づき行旅
病人の救護業務に従事した職員

特殊現場作業手当

草津市の良好な環境保全条例(昭和53年草津市条例第26号)
第57条の規定に基づく立入検査等(粉じん、汚水、廃液または
ばい煙を直接採取する業務を伴うものに限る。)または下水道
法(昭和33年法律第79号)第12条の2に規定する特定事業場(こ
れに準ずる工場または事業場を含む。)への立入検査(汚水を
直接採取する業務を伴うものに限る。)に従事した職員

特殊技能輸送手当

日額　840円

支給実績(２３年度決算）

手当の名称

手当の種類(手当数）

(3)災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された市町
村（特別区を含む。）の区域（草津市の区域を除く。）内におい
て、被災した建築物の調査、災害状況の調査、被災者への保
健指導、緊急援助物資の運搬、給水活動または当該市町村の
事務遂行の支援に関する業務に従事した職員

災害現場出動手当

精神衛生業務手当

福祉事務所に勤務し、指導監督または現業を本務とする職員

道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に
掲げる大型自動車により、複数の乗員輸送の業務に従事した
職員

(1)土砂の崩壊が予想される危険箇所、労働安全衛生法施行
令(昭和47年政令第318号)別表第6に掲げる酸素欠乏危険場
所または深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。)に
工事現場等危険な箇所において行う測量、検査または監督等
の業務に従事した職員

(2)法第7条第1項の規定に基づき行旅死亡人の処置に従事し
た職員

福祉業務手当

公害調査等作業手当

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第
123号)第47条に規定する指導業務に類する業務に従事した職
員

(3)地上または水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所で
行う測量、検査または工事の監督等の業務に従事した職員

(4)交通を遮断することなく行う道路上(市長が定めるものに限
る。)での維持修繕の作業、雪寒対策作業、測量、交通指導ま
たは屋外広告物の撤去作業に従事した職員
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 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

※休日勤務手当は含んでいません。

(2)公共の場所において廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定するものを
いう。)の収集または処理業務に従事した職員

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定す
る毒物等を使用して化学検査もしくは研究に従事した職員また
は毒物等を直接取り扱う業務に従事した職員

371,558

火葬業務手当

火葬業務を本務とする職員 １件　500円

日額　200円

税外収入業務手当 滞納処分による財産の差押さえに関する業務に従事した職員 日額　350円

清掃処理業務手当

支給実績(２３年度決算）

毒劇物取扱手当

変則勤務手当

日額　5,000円

感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症(規則
で定めるものに限る。)および家畜伝染病予防法(昭和26年法
律第166号)第2条第1項に規定するものならびに結核をいう。以
下同じ。)が発生し、または発生するおそれのある場合におい
て、感染症の患者もしくは感染症の疑いのある患者の収容、救
護、指導もしくは発生箇所の消毒または家畜伝染病にかかっ
ている家畜もしくはかかっている疑いのある家畜に対する防疫
作業に従事した職員

火葬業務を本務とする職員

主な支給対象職員・業務

(1)クリーンセンターに勤務する職員

園外活動業務手当

滞納整理手当

用地等交渉手当

支給職員１人当たり平均支給年額(２３年度決算）

正規の勤務時間外に、現地において公共用地の取得またはこ
れに伴う補償業務に従事した職員

１件　350円

感染症防疫作業手当

土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法
律第178号)第2条に規定する休日に規則で定める施設で、正
規の勤務時間に勤務する職員

日額　500円

月額　10,000円

手当の名称

遠足、旅行またはこれらに準ずる園外活動において児童を引
率して行う指導業務に従事した幼稚園教諭、保育士等

(2)滞納処分による財産の差押えに関する業務に従事した職員

年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)の期間中で、正規の
勤務時間に勤務する職員

日額　250円

585

日額　300円

左記職員に対する支給単価

月額　5,000円

月額　3,000円

日額　500円

日額　350円

381,473

年末年始手当

市税業務手当

支給実績(前年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額(前年度決算）

市税または市税外収入の滞納整理のため出張による徴収業
務に従事した職員

(1)市税事務に従事し、出張による徴収業務を本務とする職員

570

日額　300円
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(6) その他の手当(平成２４年４月１日現在）

円

円

円

円

円

211,143

5,757

千円

千円

千円

178,272

103,828

788,814

千円 8,830

114,012

国の制度

交通用具利
用者に、距
離に応じて
2,000～
24,500円支
給、駐輪駐
車場加算な
し。

57,313

千円

家賃12,001
円以上、
27,000円を
限度。

内容及び支給単価

配偶者　13,000円、配偶
者以外の扶養親族　各
6,500円、配偶者のない職
員の扶養親族のうち１人
目　11,000円、満１６～２２
歳の子　各5,000円加算。

扶養手当

国の制度と

管理職員特
別勤務手当

住居手当

との異同

異

異

同

休日勤務手当 同

常直の職員に対して支給
(月額21,000円）。

国民の祝日や年末年始
の休日等に勤務した場合
に支給
(135/100,160/100)。

管理職員が週休日等に
止むを得ず出勤し、かつ、
その振替が困難な場合に
支給。

61,865

支給職員１人当たり支給実績

同

通勤手当

管理職手当

交通機関の利用者に、１
か月あたりの運賃55,000
円を限度に支給。交通用
具使用者に、距離に応じ
て4,100～25,200円支給、
駐車場利用者に4,000円
を限度に利用料金の２分
の１加算、駐輪場利用者
に1,500円を限度に利用
料金の２分の１支給。

宿日直手当

手当名 異なる内容

家賃を月額9,100円以上
を支払っている職員に対
し、家賃額に応じて30,000
円を限度に支給。持ち家
居住者に2,200円を支給。

(２３年度決算）

同

(２３年度決算）
平均支給年額

38,764

役職により定額の手当を
支給。
最高額：92,000円
最低額：59,300円

同
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６　特別職の報酬等の状況(平成２４年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）
円 円／ 円

（ 円 ）
円 円／ 円

（ 円 ）
円 円／ 円

（ 円 ）
円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　(支給時期）

市 長

　　(算定方式）

備 考

議 長

2.95

338,800

2.95

620,000452,000

任期毎

420,100

　　  ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給与月額および支給率に基づき、１期（４年＝４８月）

(参考）類似団体における最高／最低額

市 長

期
末
手
当

議 員

助 役

報
酬

市 長

副 議 長

　　(２３年度支給割合）

670,000

(注）１　給料および報酬の（  ）内は、減額措置を行う前の金額です。

副 市 長

給料月額×支給割合(41/100）×在職月数

(1期の支払額)

給料月額×支給割合(31/100）×在職月数

副 議 長

退
職
手
当

　　(２３年度支給割合）

区分

給
料

795,000

504,0001,075,000

481,000

760,000

883,000

給料月額等

945,000

収 入 役

副 市 長

議 長

502,000

569,000

　　　　　勤めた場合における退職手当の見込額です。

366,600

議 員

9



７　職員数の状況

　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

(各年４月１日現在）

‹参考›

‹参考›

(注）１　職員数は一般職に属する職員数です。

　　 ２　[     ]内は、条例定数の合計です。

(2) 年齢別職員構成の状況(平成２４年４月１日現在）

　

0

人

43歳 47歳 51歳

総務企画

39歳

職員数
7361 85 5 742

人 人

58 55 109

～ ～

人 人

55歳

人 人 人 人人 人

労働

53

30

32

小　計 77

下水道 15

水道

職員数 対前年
増減数

91土木

16

商工

87 4

16

0

2

平成２３年

33 32

1

185

-1

6

142

182

51

35 3

653 663

543

0

11

6

534

0

119

07

79

0

-1

30

40歳36歳

～ ～

742

14

2

12

～

24歳 28歳

～

32歳

～

教育

計

事務の統廃合縮小など

　(類似団体の人口１万人当たりの職員数４７．８５人）

11

120

平成２４年

～

23歳

普
通
会
計
部
門

小　計

　公
　営会
　企計
　業部
　等門

区　分

未満

20歳 20歳

730

　　　　　　　　区分

　部門

議会 7

農林水産

税務

141

その他

民生

衛生

3

44歳 48歳

　人口１万人当たり職員数５４．１０人

計

1

以上

56歳 60歳

～～

主な増減理由

事務の統廃合縮小など

業務の増加

　人口１万人当たり職員数６０．５５人

業務の増加

事務の統廃合縮小など

　人口１万人当たり職員数４４．３１人

‹参考›

業務の増加

　(類似団体の人口１万人当たりの職員数６６．２８人）

人 人

業務の増加

業務の増加

10

9

59歳

52歳

[771］[771］

27歳 31歳

[0］

35歳

49 7486 87

合　　計

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

構成比 

５年前の構成比 

% 
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(3) 定員管理の数値目標及び進捗状況
（単位：人・％）

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

２０年 ２１年 ２２年

87

125

730 742713 710

２４年

519 534 543

ー ー

77 79

724

１９年

127

ー ー

511

127

501 506

ーー

82

720

8077

6.3%

(▲ 5.5%)125 119 120

２３年

公営企業

ー

▲ 3

消　防

32

▲ 7

過去５年間
の増減数（率）

ー

(▲ 3.7%)

3.1%22

一般職員

教　育

総合計

年度 

部門別 
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８　公営企業職員の状況

　(1)　水道事業

  　① 職員給与費の状況

     ア　決算

(注）１　職員手当には退職手当を含んでいません。
   　 ２　職員数は、平成２４年３月３１日現在の人数です。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況(平成２４年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

(注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

(２３年度支給割合） (２３年度支給割合）

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

(加算措置の状況） (加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

(注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当(平成２４年４月１日現在）

普通会計にて、一般行政職と同様の制度で支給(普通会計４－(２）参照）

ウ　地域手当(平成２４年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

　　　　千円

(参考）２２年度の総費用

平均月収額

1,672

(0.65）

7,369

528,316

千円　

計　Ｂ

％　　　　

基本給

208,621

655,665

千円

257,947

平均年齢

千円

2,083,045

２３年度

職員数

千円２３年度

区分

35 144,197 55,216

千円

区分

実質収支

　総費用 純損益又は

一人当たり給与費Ｂ／Ａ期末・勤勉手当職員手当

千円千円

占める職員給与費比率Ｂ　

職員給与費

(参考)類似団体平均

％　千円　

358,043

43.7

事 業 者

382,718

58,534

職員給与費比率

総費用に占める

（受託工事費を除く）に（受託工事費を除く）

Ａ  

草 津 市

給料Ａ

給与費

区分

人

勤勉手当

(1.45）

6,350

団 体 平 均 45.4

1.35

１人当たり平均支給額(２３年度） １人当たり平均支給額(２３年度）

草津市

(1.45）

期末手当 勤勉手当

2.60

(0.65）

期末手当

1,504

2.60 1.35

Ｂ／Ａ

18.4

一人当たり給与費

16.1335,649

全域

支給職員１人当たり平均支給年額(２３年度決算）

国の制度(支給率）支給対象地域 支給率 支給対象職員数

支給実績(２３年度決算）

441,857

15,465

草津市普通会計

1010 35
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エ　特殊勤務手当(平成２４年４月１日現在）

千円

円

％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

(注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

カ　その他の手当(平成２４年４月１日現在）  

円

円

円

円

の制度と
一般行政職

手当名 の制度との内容及び支給単価
異　　　同 異なる内容

238

支給職員１人当たり

(２３年度決算） 平均支給年額

(２３年度決算）

停水処分手当

支給職員１人当たり平均支給年額(前年度決算）

その他については、一般行政職と同様(普通会計の４－(４）参照）

847,818

122,043

千円

１件　350円

千円

支給実績一般行政職

258,481

千円 128,731

交通機関の利用者に、１か月あた
りの運賃55,000円を限度に支給。
交通用具使用者に、距離に応じて
4,100～25,200円支給、駐車場利用
者に4,000円を限度に利用料金の
２分の１加算、駐輪場利用者に
1,500円を限度に利用料金の２分
の１支給。

住居手当 同 千円

家賃を月額9,100円以上を支払って
いる職員に対し、家賃額に応じて
30,000円を限度に支給。持ち家居
住者に2,200円を支給。

通勤手当 同

管理職手当 同

2,807

扶養手当 同 6,979

3,347

9,326
役職により定額の手当を支給。
最高額：92,000円
最低額：59,300円

配偶者　13,000円、配偶者以外の
扶養親族 各6,500円、配偶者のな
い職員の扶養親族のうち１人目
11,000円、満１６～２２歳の子　各
5,000円加算。

草津市上水道事業給水条例(昭和37年草津市条例第20号)第
35条の規定に基づく停水処分の業務に従事した職員

支給実績(前年度決算） 8,340

手当の名称

支給実績(２３年度決算） 11,657

支給職員１人当たり平均支給年額(２３年度決算） 333

左記職員に対する支給単価主な支給対象職員・業務

461

支給職員１人当たり平均支給年額(２３年度決算）

支給実績(２３年度決算）

手当の種類(手当数） １９種類

31.3

46,100

職員全体に占める手当支給職員の割合(２３年度）
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